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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第33期
第１四半期
累計(会計)期間

第34期
第１四半期
累計(会計)期間

第33期

会計期間

自平成21年
11月１日
至平成22年
１月31日

自平成22年
11月１日
至平成23年
１月31日

自平成21年
11月１日
至平成22年
10月31日

売上高（千円） 401,402 659,5842,309,936

経常利益又は経常損失（△）（千円） △23,502 17,328 220,812

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）（千円） △17,134 8,109 132,458

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 1,500,0001,500,0001,500,000

発行済株式総数（千株） 15,560 15,560 15,560

純資産額（千円） 4,832,6904,827,7284,890,018

総資産額（千円） 5,324,1695,348,7845,508,378

１株当たり純資産額（円） 380.62 385.00 388.31

１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失

（△）（円）
△1.35 0.64 10.46

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益（円） － － －

１株当たり配当額（円） － － 10.0

自己資本比率（％） 90.8 90.3 88.8

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 76,495△254,296 210,315

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △203,501 300,856△249,783

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） △73,906 △79,578△169,094

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 259,377 218,710 251,728

従業員数（人） 163 138 144

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在していないため記載しており

ません。

EDINET提出書類

株式会社学情(E05286)

四半期報告書

 2/27



２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成23年１月31日現在

従業員数（人） 138［13］　

（注）従業員数は就業人員であり、［　］は外書きでパート・嘱託社員・契約社員を示しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類
当第１四半期会計期間 　
（自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日）

前年同四半期比（％）

就職情報事業（千円） 634,603 173.2

　 新卒採用集合品（千円） 140,883 80.1

　 （就職博）（千円） (66,362) (86.5)

　 新卒採用個別品（千円） 469,309 286.0

　 中途採用商品（千円） 24,411 92.7

その他（千円） 24,981 71.2

合計（千円） 659,584 164.3

（注）１．（　）内の数値は内数を記載しております。上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に

対する割合は次のとおりであります。

相手先

第33期第１四半期会計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

第34期第１四半期会計期間
（自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日）

金額（千円）　 割合（％）　 金額（千円）　 割合（％）　

全国中小企業団体中央会 － － 284,177 43.1

（注）前第１四半期会計期間については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しています。

３．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

当第１四半期会計期間（平成22年11月１日～平成23年１月31日）におけるわが国経済は、新興国に加えて米国な

ど先進国の需要回復に伴い、円高の影響をほぼ吸収した結果、電機や自動車が牽引役となり上場企業の9割の業種で

損益が改善し、平成22年４～12月期の連結経常利益が前年同期に比べ81％増加するなどリーマン・ショック前の平

成19年４～12月期の75％の水準まで回復する状況となりました。

このような経済環境の中、雇用情勢につきましては、力強い回復を実感するまでにはいたらないものの、完全失業

率は低下傾向を示し、有効求人倍率にも徐々に回復の兆しが見えはじめるなど、全体的に薄日が差す状況となりま

した。特に中途採用分野において企業の採用意欲が改善しつつあり、また平成24年３月卒の大卒採用についても、こ

こ数年定期採用を手控えていた企業の採用復活や大手企業が手控えている今こそ優秀な大卒者が採用できるチャ

ンスであると考える中小企業等が初めての大卒採用に動き出し、求人需要が徐々に表面化してきました。

その結果、当第１四半期会計期間における売上高は６億59百万円（前年同四半期比164.3％）、経常利益は17百万

円（前年同四半期は23百万円の経常損失）となりました。

なお、当社の主たる事業である「就職情報事業」については、次のとおりであります。

○就職情報事業

当第１四半期会計期間（平成22年11月１日～平成23年１月31日）におきましては、企業業績の先行きと雇用情勢

に明るさが見えつつある中で推移しました。

このような市場環境のもと、当社では「既存顧客のフォローと新規取引先開拓に注力」「若手社会人・第2新卒

事業の再構築」、「グローバル人材採用事業の確立」、「官公庁からの委託業務を確実に遂行し、雇用創出に貢献す

る」等の全社方針の下、大手から中堅・中小企業にいたるまで、中途採用・新卒採用にかかわらず、あらゆる採用

ニーズを捉え売上の拡大を図るため営業活動を展開してきました。

特に従前より取り組んでおります公的機関からの人材育成・就職支援事業の受託が好調に推移しており、前期に

受託した「新卒者就職応援プロジェクト」も実施期間が延長になるなど、今までの実績と信用が認められ、当社に

対する期待値が上昇すると共に、その他省庁の公募案件受託も順調に推移しました。

また、民間需要に明るさが見え始めたことにより、中途採用の引き合いが活発化しており、中でも当社の得意分野

である第２新卒の採用ニーズの浮上が顕著となっております。当社ではこの流れに機敏に対応し、精力的に受注活

動を展開しており、公的分野商品との相乗効果もあり業績の向上が確かなものとなりつつあります。　

以上の結果、当第１四半期会計期間における就職情報事業全体の売上高は６億34百万円（前年同四半期比

173.2％）となりました。
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（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて33百万円の減

少し、２億18百万円（前事業年度比86.9％）となりました。

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期における営業活動の結果、支出した資金は２億54百万円（前年同四半期は76百万円の増加）とな

りました。これは主に、売上債権の増加による資金の減少１億64百万円、仕入債務の減少による資金の減少90百万

円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期における投資活動の結果、増加した資金は３億円（前年同四半期は２億３百万円の支出）となり

ました。これは主に、定期預金の払戻による収入５億54百万円、投資有価証券の取得による支出３億45百万円及び

投資有価証券の償還による収入１億円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期における財務活動の結果、減少した資金は79百万円（前年同四半期比107.7％）となりました。こ

れは、自己株式の取得による支出16百万円、配当金の支払による支出63百万円によるものです。

なお、「（1）業績の状況」及び「（2）キャッシュ・フローの状況」の金額にはいずれも消費税等は含まれて

おりません。

（3）財政状態の分析

（流動資産）

当第１四半期末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ２億２百万円減少し、27億87百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少５億87百万円、受取手形及び売掛金の増加２億７百万円、有価証券の増加１億

96百万円があったことによるものです。

（固定資産）

当第１四半期末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べ42百万円増加し、25億60百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の減少５百万円、無形固定資産の減少13百万円、投資有価証券の増加70百万円があった

ことによるものです。

（流動負債）

当第１四半期末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べ95百万円減少し、２億63百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少90百万円があったことによるものです。

（固定負債）

当第１四半期末における固定負債の残高は、前事業年度末と比べ著増減がありませんでした。

（純資産）

当第１四半期末における純資産の残高は、前事業年度末と比べ62百万円減少し、48億27百万円となりました。こ

れは主に、当四半期純利益８百万円、配当金の支払い62百万円、自己株式の取得16百万円、評価差額金の増加８百万

円があったことによるものです。
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（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次の

とおりであります。

 　（会社の支配に関する基本方針）

当社は、平成20年１月25日開催の第30期当社定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策

（買収防衛策）（以下「旧プラン」といいます。）を導入しましたが、平成22年12月10日開催の取締役会において、会

社法施行規則第118 条第３号柱書に規定される当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針（以下「基本方針」といいます。）に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ（２））として、旧プランの一部を変更した

上で平成23年１月21日開催の当社第33期定時株主総会における株主の皆様の承認を経て、当社株式の大規模買付行為

に関する対応策を更新いたしました（以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。）。　

１．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式等に対する大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によってなさ

れるべきものと考えております。したがいまして、大規模買付行為につきまして、これを一概に否定するものではあ

りません。しかしながら、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様に当該行為を受け入れるか否かに

ついて短期間に判断して頂くことになりかねません。

当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者から

の一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が

提供され、大規模買付行為に応じるべきか否を判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考

えております。　　　

２．基本方針の実現に資する特別な取組み

(1) 企業価値向上への取組み

当社は、「私達は、仕事を通して社会のお役に立つ企業づくりを目指します。」という基本理念のもと、総合就職

情報企業として“きめ細かいサービス”“質の高い情報”をタイムリーに提供できるよう全社一丸となり、「学情

ブランドの構築」をテーマに、日々研鑽を続けております。また、事業の展開にあたりましては、以下を基本方針と

しております。

・新卒採用情報から中途採用情報までの一貫した総合就職情報企業を目指す。

・新規顧客の開拓と新商品の開発により売上・利益の拡大を目指す。

・人員の量的及び質的増強を図り、成長のスピードを加速させる。

・サービス・商品・営業手法のすべてにおいてニーズを先取りした差別化戦略を実行する。

・未知の仕事に取り組み需要を創造する。

・社会からの信頼や尊敬を集め、上場企業にふさわしい企業であり続けるべくコーポレート・ガバナンス及びコ

ンプライアンス体制の強化を図る。

また、社会そして市場から信頼される企業であり続けることを目指して、経営基盤のさらなる安定を図り、かつ経

営効率を一層高めていくよう努力を続けてまいります。

今後人材採用市場は、我が国の少子化に伴う「若年労働力不足」という構造的問題により、拡大基調をたどると

予想しておりますが、短期的には景気循環や不特定要因に伴う一時的な人材需要の減少が発生し、業績に影響を与

える可能性は否定できません。したがいまして、それら不特定要因に備え前述の基本方針に基づき、中長期的に高収

益・高付加価値企業となるべく、就職情報事業での競争力並びに商品力の強化、新市場への進出等に努める所存で

あります。その方策として取り組みを始めたのが、公的機関からの「人材育成・就職支援事業」の受託活動です。こ

れは、平成20年秋のリーマンショック以降急激な景気悪化により、民間企業の人材需要が著しく減少し雇用環境が

悪化する中で、政府による様々な雇用対策が実施されることとなり、公募事業がなされる機会が増加しました。当社

は、今まで公募案件の獲得の実績はありませんでしたが、“未知の仕事に取り組み需要を創造する。”との基本方針

に基づき新規の獲得に努めました。その結果、創業以来34年に渡る豊富な就職支援の実績及び企画力、企画遂行能力

等当社の総合力が評価され、様々な公的機関より累計で約13億円の公募案件を受託することに成功しております。

今後中長期的に「公的な人材育成・就職支援分野」を民間需要の減退期における重要な収益分野と位置づけ、官民

両者への営業体制を充実させ本格的な営業活動を展開することにより、収益構造を戦略的に変革させ、同業他社と

の差別化をより鮮明にしていく所存です。
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また、経済のグローバル化の進展に伴い「外国人留学生の採用」に対する需要が年々増加しており、今後ますま

すの市場拡大が見込まれますので、当社では外国人留学生関連の採用商品の新規投入並びに商品ラインナップの拡

充を図り売上げの増大を目指します。

併せまして、全国の大学では、少子化による受験生の減少・定員割れという難問に直面しており、各大学では生き

残りをかけて受験生獲得のため様々な対策を打っております。従前、大学では入試広報に力点をおいた活動を主と

しておりましたが、近年は就職難を背景に「就職に強い大学」というブランドを構築することにより大学の価値を

高め受験生を集めることに注力する動きが顕在化してきました。当社は、就職情報事業を展開するなかで、全国の大

学就職部との太いパイプを保有しており、従前より大学就職部より就職支援に関する各種業務を請け負っておりま

したが、年々その依頼件数は増加の一途をたどっております。今後大学においては受験生獲得のための対策として

「在校生・卒業生の就職支援活動」に傾注し、受験生獲得のため多額の支援予算を投入すると予測されておりま

す。よって当社では、今後「大学就職部支援事業」という新たな市場開拓を推し進め、中長期での成長エンジンとし

ていく予定です。

(2) コーポレート・ガバナンスについて

当社は、コーポレート・ガバナンスについて、会社の意思決定機関である取締役会の活性化並びに経営陣に対す

る監視と、不正を防止する仕組みが企業統治であるとの考えを基本としております。当社は、監査役会制度を採用し

ており、監査役は４名で、うち３名は社外監査役です（平成22年10月31日現在）。社外監査役と当社との間に人的、

資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。当社では経営環境の変化に即応するため、毎月開催する定

例の取締役会に加え、緊急を要する場合には、臨時取締役会を開催し、議論・審議にあたっております。

また、業務執行の迅速化と各部署が抱える問題点を把握し速やかに対処するため、取締役・監査役及び全国の部

署責任者による週間業務報告会議をテレビ会議システムを通じて毎週開催すると共に、月に１回は全員が一堂に会

し本社にて月間業務報告会議を開催しております。

監査役（常勤）は常に取締役会及び週間業務報告会議、月間業務報告会議に出席し、適宜、意見の表明を行うとと

もに、内部監査担当者との連携を密にし、監査の実効性を高めております。

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組

み

本プランの概要は次のとおりです。

(1) 対象となる大規模買付行為

「大規模買付行為」とは、以下のいずれかに該当する行為（但し、当社取締役会が予め同意した行為は除かれま

す。）若しくはその可能性のある行為とし、当該行為者を「大規模買付者」といいます。

① 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等の買付

けその他の取得

② 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合

との合計が20％以上となる買付けその他の取得

③ 上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数で

ある場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保

有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他

方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為。（ただし、当社

が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20％以上となるよう

な場合に限ります。）

(2) 意向表明書の提出及び情報提供の要求

大規模買付行為を開始または実行しようとする大規模買付者は、事前に当社取締役会に対し、本プランに従う旨

の「意向表明書」をご提出して頂きます。なお、意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の

氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示して頂きます。

当社取締役会は、大規模買付者より意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者に対して当初提

供して頂く「情報提供リスト」を大規模買付者に交付します。

大規模買付者から意向表明書や情報提供リストに係る回答並びに特別委員会からの要求により追加的に提出さ

れた必要な情報に係る回答（以下、総称して「大規模買付情報」といいます。）を受領した場合、当社取締役会は、

特別委員会に諮問した上で、大規模買付情報の提供が完了した旨を証する書面を当該大規模買付者に交付すること

とします。
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(3) 大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉及び代替案の提示

① 取締役会における評価検討

当社取締役会は、大規模買付者からの大規模買付情報の提供が完了した後、大規模買付行為が対価を現金（円

貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場

合には90日間を、当社取締役会による評価検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会

評価期間」といいます。）として確保されるべきものと考えております。

取締役会評価期間中、当社取締役会は特別委員会及び外部専門家等の勧告・助言等を得ながら、大規模買付情

報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を取り纏め、また、必要に応じて、大規模買付者との間で大

規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあ

ります。

② 特別委員会の設置及び利用

当社は、本プランが適正に運用されること、並びに当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のために

適切と考える方策を取る場合において、その判断の客観性、公正さ及び合理性を担保するために、当社取締役会

から独立した第三者機関として特別委員会を設置いたします。特別委員会は当社取締役会によって設置され、特

別委員は３名以上で構成されることとします。特別委員の選任については、公正で合理的な判断を可能とするた

め、当社の業務執行を担う経営陣から独立している社外監査役または社外の有識者等（弁護士、公認会計士、実

績ある企業経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含みます。）の中から選任するものとします。

当社取締役会は、大規模買付者から提供される大規模買付情報が必要かつ十分であるか否か、大規模買付者が

本プランに定める手続きを遵守したか否か、大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀

損するか否か、対抗措置を発動するか否か、本プランの修正又は変更等について、当社取締役会の恣意性を排除

するために、特別委員会に諮問し客観的な判断を経るものとします。

特別委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について評価・検討し、特別委員会としての意見を慎重に

取り纏め、当社取締役会に対して勧告します。当社取締役会は、特別委員会による勧告を最大限に尊重した上で、

対抗措置の発動又は不発動等その他必要な決議を行うものとします。

(4) 大規模買付行為がなされた場合の対応方針

① 本プランに定める手続きを遵守しない場合

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しない場合には、大規模買付者の買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、新株予約権の無

償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置（以下「対抗措置」といいます。）の発動を決

定する場合があります。

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、並びに対抗措置の発動又は不発動の是非につい

ては、外部専門家等の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限に尊重して、当社取締役会が決定します。対抗

措置の具体的な手段については、新株予約権の無償割当て等、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したも

のを選択することとします。

なお、対抗措置を発動した場合であっても、以下のような場合、当社取締役会は、当該対抗措置を維持すること

の是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、発動し

た対抗措置の中止又は撤回を検討するものとします（下記②においても同様とします。）。

ⅰ. 大規模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合

ii. 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと判断される状

況に至った場合

これらの場合、特別委員会は当社取締役会の諮問に基づいて当該措置を維持することの是非について検討し、

これを当社取締役会に対して勧告を行います。
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② 本プランに定める手続きを遵守した場合

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、原則として、当社は対抗措置を発動しません。

ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合で、大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の

利益を著しく毀損すると判断せざるを得ない場合には、当社取締役会は特別委員会への諮問・特別委員会から

の勧告を経て、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として対抗措置を発動することがあります。

当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限に尊重するものとし、

当社取締役会の決議により、対抗措置の発動及び不発動に関する事項について、速やかに開示いたします。

(5) 本新株予約権の無償割当ての概要

本プランに基づく具体的な対抗措置を実施する場合で、大規模買付者による権利行使が認められないとの行

使条件及び当社が大規模買付者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付され

た新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを実施する場合、買付者等以外の株主の皆様

に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社株式の議決権割合は、最大２分の１まで希釈化される

可能性があります。

　

(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成23年１月21日開催の当社第33期定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度

のうち最終のものに関する当社の定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であって

も、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、又は当社取締役会により本プランを

廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該時点で廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議の趣旨に反しない場合（本

プランに関連する法令、証券取引所規則等の新設又は改廃が行われ、係る新設又は改廃を反映するのが適切であ

る場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与えない場合等を

含みます。）、特別委員会に諮問した上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実、及び（修正又は変更

の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。なお、本プランで引用する

法令の規定は、平成22年12月10日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設

又は改廃により必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、本プラン

の条項又は用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。
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４．上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記の各取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための具体的方策として策定されたも

のであり、基本方針の実現に資するものです。

また、当社取締役会は、以下の理由により、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益に沿うものであり、ま

た、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。また、本プランは経済産業省に設置され

た企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内

容を踏まえたものとなっております。

(2) 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること

本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様に適正に

判断して頂くために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保するこ

と等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とするものです。

(3) 株主の合理的意思に依拠したものであること 

本プランは、当社株主総会での承認により発効するものです。また、本プランには有効期間を３年間とするサ

ンセット条項が設けられており、かつ、当該有効期間満了の前であっても、当社株主総会において本プランを廃

止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなりますので、本プランの存続の

適否については、株主の皆様のご意向を反映したものとなっております。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの運用並びに対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の

皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。 

(5) 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ対抗措置が発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえ

ます。

(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものと

されており、大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名し、当該取締役で構成される取締役会により、本プラ

ンを廃止することができますので、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもな

お、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プラン

はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止す

るのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

以 上　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

EDINET提出書類

株式会社学情(E05286)

四半期報告書

12/27



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,240,000

計 50,240,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年３月16日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可

金融商品取引業協会名
内容

普通株式 15,560,000 15,560,000

 

東京証券取引所

（市場第一部）

 

単元株式数100株

計 15,560,000 15,560,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成22年11月１日～

平成23年１月31日
－ 15,560,000 － 1,500,000 － 817,100

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年10月31日）に基づく株主名簿による記載をし

ております。

①【発行済株式】

 平成23年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 2,966,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　12,591,300 125,913 －

単元未満株式  1,800 － －

発行済株式総数 15,560,000 － －

総株主の議決権 － 125,913 －

　

②【自己株式等】

 平成23年1月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社学情 大阪市北区梅田2-5-10 2,966,900 － 2,966,900 19.1

計 － 2,966,900 － 2,966,900 19.1

（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は3,020,543株であります。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
11月

12月
平成23年
１月

最高（円） 283 321 310

最低（円） 258 272 299

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期会計期間（平成21年11月１日から平成22年１月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21

年11月１日から平成22年１月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

22年11月１日から平成23年１月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年11月１日から平成23年１月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成21年11月１日から平成22

年１月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年11月１日から平成22年１月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第１四半期会計期間（平成22年11月１日から平成23年１月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成

22年11月１日から平成23年１月31日まで）に係る四半期財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期

レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,260,274 1,847,782

受取手形及び売掛金 877,143 669,797

有価証券 497,027 300,500

未成制作費 ※
 5,667

※
 27,614

前払費用 27,463 21,244

未収還付法人税等 1,722 －

繰延税金資産 110,304 119,477

その他 12,543 6,738

貸倒引当金 △4,340 △2,970

流動資産合計 2,787,805 2,990,185

固定資産

有形固定資産

建物 658,260 658,260

減価償却累計額 △223,997 △219,129

建物（純額） 434,263 439,130

構築物 6,159 6,159

減価償却累計額 △4,476 △4,414

構築物（純額） 1,682 1,744

機械及び装置 3,428 3,428

減価償却累計額 △2,491 △2,457

機械及び装置（純額） 936 971

工具、器具及び備品 82,270 82,270

減価償却累計額 △66,303 △65,338

工具、器具及び備品（純額） 15,967 16,932

土地 526,457 526,457

有形固定資産合計 979,307 985,236

無形固定資産

ソフトウエア 135,174 148,258

電話加入権 6,505 6,505

無形固定資産合計 141,679 154,763

投資その他の資産

投資有価証券 1,316,365 1,246,055

長期前払費用 708 833

繰延税金資産 7,837 12,797

差入保証金 41,015 41,015

その他 81,771 85,198

貸倒引当金 △7,707 △7,707

投資その他の資産合計 1,439,991 1,378,193

固定資産合計 2,560,978 2,518,193

資産合計 5,348,784 5,508,378
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 87,484 177,890

未払金 80,117 80,937

未払法人税等 － 8,512

賞与引当金 18,300 －

その他 78,063 91,697

流動負債合計 263,965 359,038

固定負債

長期未払金 217,800 217,800

退職給付引当金 18,327 19,461

長期預り保証金 20,964 22,060

固定負債合計 257,091 259,321

負債合計 521,056 618,359

純資産の部

株主資本

資本金 1,500,000 1,500,000

資本剰余金 1,661,326 1,661,326

利益剰余金 3,066,515 3,121,371

自己株式 △1,404,239 △1,387,980

株主資本合計 4,823,603 4,894,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,124 △4,698

評価・換算差額等合計 4,124 △4,698

純資産合計 4,827,728 4,890,018

負債純資産合計 5,348,784 5,508,378
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年11月１日
　至　平成22年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年11月１日
　至　平成23年１月31日)

売上高 401,402 659,584

売上原価 187,522 510,839

売上総利益 213,879 148,744

販売費及び一般管理費 ※
 279,081

※
 157,195

営業損失（△） △65,201 △8,450

営業外収益

受取利息 1,502 713

有価証券利息 10,985 12,503

受取配当金 445 1,319

受取家賃 11,787 12,806

助成金収入 18,578 －

その他 1,263 1,150

営業外収益合計 44,563 28,494

営業外費用

不動産賃貸原価 2,749 2,534

支払手数料 114 180

営業外費用合計 2,863 2,714

経常利益又は経常損失（△） △23,502 17,328

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △23,502 17,328

法人税、住民税及び事業税 3,430 1,751

法人税等調整額 △9,798 7,467

法人税等合計 △6,367 9,218

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,134 8,109
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年11月１日
　至　平成22年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年11月１日
　至　平成23年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△23,502 17,328

減価償却費 22,853 20,012

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,100 18,300

受取利息及び受取配当金 △12,934 △14,536

売上債権の増減額（△は増加） 70,489 △164,467

仕入債務の増減額（△は減少） △43,013 △90,406

その他 46,033 △33,985

小計 76,025 △247,755

利息及び配当金の受取額 5,450 7,306

法人税等の支払額 △4,980 △13,846

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,495 △254,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000 554,493

無形固定資産の取得による支出 △22,217 △6,838

投資有価証券の取得による支出 △281,385 △345,702

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 100 △1,096

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,501 300,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △10,029 △16,438

配当金の支払額 △63,876 △63,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,906 △79,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △200,913 △33,018

現金及び現金同等物の期首残高 460,290 251,728

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 259,377

※
 218,710
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　

　

当第１四半期会計期間

（自　平成22年11月１日

至　平成23年１月31日）

会計処理基準に関する事項の変更

　

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。これに

よる損益への影響はありません。

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。　

【追加情報】

当第１四半期会計期間

（自　平成22年11月１日

至　平成23年１月31日）

（賞与引当金）

前事業年度末においては、従業員賞与の確定金額を「未払費用」として計上しておりましたが、当第１四半期会計期

間末は支払額が確定していないため、支給見込額を「賞与引当金」として計上しております。

なお、前事業年度末においては支給確定額48,374千円を流動負債の「その他」に含めて計上しております。　
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成23年１月31日）

前事業年度末
（平成22年10月31日）

※　未成制作費

出版物の制作等の制作途中にあるもので、すでに、制

作等の終了した工程に係る費用の支出額及び支払の確

定した金額であります。

※　未成制作費

同左

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

   

給与及び手当 132,760千円　

役員報酬 13,247千円　

賃借料 20,714千円　

福利厚生費 20,421千円　

減価償却費 21,058千円　

退職給付費用 2,169千円

賞与引当金繰入額 15,470千円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

   

給与及び手当 42,271千円　

役員報酬 12,853千円　

賃借料 10,317千円　

福利厚生費 7,856千円　

減価償却費 18,367千円　

退職給付費用 1,157千円

賞与引当金繰入額 5,370千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年１月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年１月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,943,770

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,684,393

現金及び現金同等物 259,377

　

 （千円）

現金及び預金勘定 1,260,274

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,041,563

現金及び現金同等物 218,710

　

EDINET提出書類

株式会社学情(E05286)

四半期報告書

22/27



（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成23年１月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年

１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　15,560千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　 3,020千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年１月21日

定時株主総会
普通株式 62,965 5 平成22年10月31日平成23年１月24日利益剰余金

５．株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

当第１四半期会計期間末（平成23年１月31日）

金融商品の時価等に関する事項

現金及び預金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、且つ、前会計年度の末日に比較し

て著しい変動が認められます。

　
貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

現金及び預金 1,260,274 1,260,274 －

（注）金融商品の時価の算定方法

短期で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成23年１月31日）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年１月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第１四半期累計期間（自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成22年

11月１日　至　平成23年１月31日）

持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年１月31日）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社の主たる事業は就職情報事業であり、その他の事業の売上高、セグメント利益等の金額は、全事業セグメ

ントの合計額に占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。

（追加情報）

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日）を適用しております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成23年１月31日）

前事業年度末
（平成22年10月31日）

１株当たり純資産額 385.00円 １株当たり純資産額 388.31円

２．１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △1.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益 0.64円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失

（△）
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △17,134 8,109

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は普通株式に係る四半期

純損失（△）（千円）
△17,134 8,109

期中平均株式数（千株） 12,715 12,575

（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年１月31日）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年１月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

重要性のあるリース取引はありませんので、記載を省略しております。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成22年３月10日

株式会社学情    

 取締役会 御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 辻内　　章　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和田　稔郎　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社学情の平

成21年11月１日から平成22年10月31日までの第33期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年11月１日から平成22年１月

31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21年11月１日から平成22年１月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社学情の平成22年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期財

務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成23年３月14日

株式会社学情    

 取締役会 御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 辻内　　章　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中田　　明　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社学情の平

成22年11月１日から平成23年10月31日までの第34期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年11月１日から平成23年１月

31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年11月１日から平成23年１月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社学情の平成23年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期財

務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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